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飯能市太陽光発電設備の設置及び維持管理等に関する条例施行規則

（趣旨）

第１条 この規則は、飯能市太陽光発電設備の設置及び維持管理等に関する条

例（令和４年条例第２４号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項

を定めるものとする。

（周辺関係者）

第２条 条例第２条第６号ウの生活環境等に一定の影響を受けると認められる

者は、次に掲げる者とする。

⑴ 太陽電池モジュールによる反射光害を受けると認められる者

⑵ 太陽光発電設備の設置工事に際し、工事関係車両の通過による騒音、振

動、土埃等の影響を受けると認められる者

⑶ 法人格を持つ団体で、太陽光発電設備の設置によりその活動に影響を受

けると認められるもの

（禁止区域）

第３条 条例第７条第１項の規定により禁止区域として指定する区域は、別表

第１に掲げる区域とする。

（抑制区域）

第４条 条例第８条第１項の規定により抑制区域として指定する区域は、別表

第２に掲げる区域とする。

（自然環境等への配慮）

第５条 事業者は、事業区域に山林（登記事項証明書における地目が山林であ

る土地又は現況が山林である土地をいう。以下同じ。）が含まれる場合は、

条例第９条に規定する自然環境又は景観への影響を緩和するために必要な措

置として、次に掲げる措置を講じなければならない。

⑴ 事業区域が０．１ｈａ以上のときは、太陽光発電事業の計画の立案に当

たって、生態系の状況及び太陽光発電設備の設置が動植物（陸生及び水生

の動植物をいう。以下同じ。）に与える影響を把握するため、別に定める基

準により専門的な知見を持つ者による調査（以下「自然環境調査」という。）

を行い、当該自然環境調査の結果及び動植物の保全計画を市長に報告する
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こと。

⑵ 太陽光発電設備が周辺の道路等の公共空間及び近接する住宅の敷地から

見えないよう、周辺の景観と調和した植栽等を設置すること。

⑶ 事業区域内の山林のうち、原則として２５パーセント以上を現況のまま

保全すること。

（事前確認）

第６条 条例第１０条第２項の確認書その他必要な書類とは、太陽光発電事業

事前確認書（様式第１号）に次に掲げる書類（条例第１３条第２項の規定に

よる届出（以下「変更届出」という。）を行う場合は、次に掲げる書類のうち

変更に係るもの）を添付したものをいう。

⑴ 位置図（１０，０００分の１以上）

⑵ 事業区域の地番が分かる図面（５００分の１以上）

⑶ 事業者の事業内容、事業実績等が明らかになる書類

⑷ 周辺関係者に情報提供することに対する同意書

⑸ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面

２ 前項の確認書その他必要な書類の提出部数は、正本１部及び副本１部とす

る。

（事前協議）

第７条 条例第１１条第２項の協議書その他必要な書類（以下「協議書等」と

いう。）とは、太陽光発電事業事前協議申出書（様式第２号）に別に定める書

類を添付したものをいう。

（説明会の開催等）

第８条 事業者は、次に掲げる時期に説明会を開催するものとする。

⑴ 条例第１０条第１項の確認が終了してから協議書等を提出するまでの間

⑵ 条例第１１条第１項の協議が終了してから条例第１３条第１項の規定に

より届け出るまでの間

⑶ 地位承継があった日から条例第１９条の規定による届出をするまでの間

⑷ その他市長が必要と認める時期

２ 説明会において説明する事項は、次に掲げる事項とする。

⑴ 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
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⑵ 太陽光発電設備の所在地

⑶ 太陽光発電事業の事業内容

⑷ 太陽光発電設備の維持管理の方法

⑸ 工事着手予定日及び工事完了予定日

⑹ 工事の方法及び安全対策の概要

⑺ 太陽光モジュールによる反射光、騒音等の影響範囲

⑻ 自然環境及び景観への影響と対策

⑼ 条例第１２条第３項の規定による協定の締結の求めの方法

⑽ その他必要な事項

（事業計画の届出）

第９条 条例第１３条第１項の規定による届出は、太陽光発電事業計画届出書

（様式第３号）に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。

⑴ 位置図（１０，０００分の１以上）及び案内図（２，５００分の１以上）

⑵ 土地の登記事項証明書

⑶ 事業者が法人である場合は、法人の登記事項証明書

⑷ 公図の写し

⑸ 工程表

⑹ 太陽光発電設備の施工図（５００分の１以上）

⑺ 造成計画平面図及び縦横断面図（５００分の１以上）

⑻ 周辺関係者への説明会等の実施状況が分かる書類

ア 太陽光発電事業住民説明会等実施報告書（様式第４号）

イ 当該説明会等で使用した資料の写し

ウ 出席者名簿の写し

エ 会議録

オ 説明会等の実施状況が分かる写真

カ 協定を締結した場合は、当該協定に係る書類の写し

⑼ 緊急対応マニュアル及び緊急連絡網

⑽ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面

２ 変更届出は、太陽光発電事業計画変更届出書（様式第５号）に前項に掲げ

る書類のうち変更に係るものを添付して行うものとする。
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３ 前２項の届出書及び添付書類の提出部数は、それぞれ正本１部及び副本１

部とする。

（協定の締結）

第１０条 条例第１４条第１項の規定により協定を締結する事項は、次のとお

りとする。

⑴ 太陽光発電設備の設置に関すること。

⑵ 災害防止対策に関すること。

⑶ 周辺地域の自然環境及び景観との調和に関すること。

⑷ 周辺関係者の生活環境への配慮に関すること。

⑸ その他市長が必要と認めること。

（工事着手の届出）

第１１条 条例第１５条の規定による届出は、太陽光発電設備工事着手届（様

式第６号）により行うものとする。

（標識の設置方法等）

第１２条 条例第１６条第１項の標識（以下「標識」という。）は、工事着手日

から発電を開始する日までの間については様式第７号に、発電を開始した日

から事業を廃止した日までの間については様式第８号によるものとする。

２ 条例第１６条第２項の規定による届出は、太陽光発電事業標識設置届出書

（様式第９号）に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

⑴ 標識を設置した場所が明記された図面

⑵ 標識の設置状況及び記載内容を写した写真

３ 標識は、太陽光発電設備の設置工事に着手した日から、太陽光発電事業の

廃止による当該太陽光発電設備の解体、撤去、廃棄その他必要な措置が終了

する日までの間、設置しなければならない。

４ 標識は、風雨等のため容易に破損し、又は倒壊しないよう設置するととも

に、記載事項が不鮮明にならないよう維持管理しなければならない。

５ 事業者は、第３項に規定する期間内に標識の記載内容に変更があったとき

は、遅滞なく、当該記載内容を書き換えるとともに、第２項に規定する太陽

光発電事業標識設置届出書（様式第９号）により届け出なければならない。

（工事完了等の届出）
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第１３条 条例第１７条の規定による届出は、太陽光発電設備工事完了（中止）

届出書（様式第１０号）により行うものとする。

（廃止の届出）

第１４条 条例第１８条第１項の規定による届出は、太陽光発電事業廃止届出

書（様式第１１号）により行うものとする。

（地位の承継）

第１５条 条例第１９条の規定による届出は、太陽光発電事業地位承継届出書

（様式第１２号）により行うものとする。

２ 地位を承継した者は、条例第１４条第１項に規定する協定について、改め

て市長と締結するものとする。

（維持管理）

第１６条 条例第２０条第１項に規定する維持管理とは、次に掲げるものをい

う。

⑴ 事業区域に関係者以外の者が容易に立ち入ることができないよう、フェ

ンス等を設置すること。

⑵ 事業区域から土砂、雨水等を流出させないこと。

⑶ 災害、事故等に速やかに対応できるよう、事業区域の境界の内側に別に

定める基準による管理用通路を設けること。

⑷ 緊急対応マニュアル及び緊急連絡網を作成すること。

⑸ 事業区域の定期的な除草及び清掃を行うこと。

⑹ 太陽光発電設備の適切な保守点検を行うこと。

⑺ 事業区域内で除草剤、殺虫剤その他の薬剤を使用する場合は、周辺環境

に影響が及ぶことがないよう十分配慮すること。

（身分証明書）

第１７条 条例第２２条第２項に規定する証明書は、太陽光発電事業立入調査

員証（様式第１３号）とする。

（指導、助言及び勧告）

第１８条 条例第２３条第１項の規定による指導又は助言は、太陽光発電事業

指導・助言書（様式第１４号）により行うものとする。

２ 条例第２３条第２項の規定による勧告は、太陽光発電事業勧告書（様式第
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１５号）により行うものとする。

３ 条例第２３条第３項の規定による報告は、太陽光発電事業改善報告書（様

式第１６号）により行うものとする。

（公表の方法）

第１９条 条例第２４条第１項の規定による公表は、次に掲げる事項について、

告示その他の方法により行うものとする。

⑴ 勧告に従わなかった法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏

名

⑵ 勧告の内容

（その他）

第２０条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、令和５年４月１日から施行する。
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別表第１（第３条関係） 禁止区域

別表第２（第４条関係） 抑制区域

区域の名称等 関係根拠法令等

１ 土砂災害特別警戒区域 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策

の推進に関する法律（平成１２年法律第５７号）

第９条第１項

２ 地すべり防止区域 地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）第

３条第１項

３ 急傾斜地崩壊危険区域 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律

（昭和４４年法律第５７号）第３条第１項

４ 砂防指定地 砂防法（明治３０年法律第２９号）第２条

５ 保安林 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条第

１項

区域の名称等 関係根拠法令等

１ 土砂災害警戒区域 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策

の推進に関する法律第７条第１項

２ 地域森林計画に基づく区域 森林法第５条第２項第１号

３ 鳥獣保護区 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関す

る法律（平成１４年法律第８８号）第２８条第１

項

４ オオタカ等営巣地 埼玉県オオタカ等保護指針（平成１１年３月）

５ 農用地区域 農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法

律第５８号）第８条第２項第１号

６ 河川区域及び河川保全区域 河川法（昭和３９年法律第１６７号）第６条第１

項及び第５４条第１項

７ 景観形成重点地区 飯能市景観条例（平成２９年条例第１３号）第６

条第３項
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８ 重要文化財（建造物その他

の土地の定着物と一体のもの

として重要文化財に指定され

た土地を含む。）、周知の埋蔵

文化財包蔵地及び史跡名勝天

然記念物の指定地

文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）第

２７条第１項、第９３条第１項及び第１０９条第

１項

９ 県指定有形文化財（建造物

等と一体のものとしてその価

値を形成している土地を含

む。）及び県指定史跡名勝天然

記念物の指定地

埼玉県文化財保護条例（昭和３０年埼玉県条例第

４６号）第５条第１項及び第３１条第１項

１０ 市指定文化財（建造物等

と一体のものとしてその価値

を形成している土地を含む。）

飯能市文化財保護条例（昭和５１年条例第３４

号）第４条第１項

１１ 不法投棄、最終処分等に

より廃棄物が残置されている

区域

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年

法律第１３７号）第１５条の１７第１項

１２ 景観緑地の指定区域 飯能市環境保全条例（平成８年条例第４号）第６

条第１項



- 9 -

様式第１号（第６条関係）

年 月 日

（宛先）飯能市長

太陽光発電事業事前確認書

次のとおり太陽光発電事業を計画しているので、飯能市太陽光発電設備の設置及

び維持管理等に関する条例第１０条第２項の規定により、関係書類を添えて提出し

ます。

※ 正副各１部を提出すること。

設備ＩＤ

発電設備出力（太陽電池出力） ｋｗ（ ｋｗ）

事業区域

予定地

面 積 ㎡

土地の地目 ・山林 ・畑 ・田 ・雑種地 ・その他（ )

土地の現況 ・山林 ・畑 ・田 ・雑種地 ・その他（ )

土地の取得 ・取得済み ・一部取得 ・未取得

事業者

住 所

氏名又は名称

担当者名

連絡先電話番号

事業者 住所

氏名

電話番号

代理者 住所

氏名

電話番号



- 10 -

様式第２号（第７条関係）

年 月 日

（宛先）飯能市長

太陽光発電事業事前協議申出書

次のとおり太陽光発電事業を計画しているので、飯能市太陽光発電設備の設置及

び維持管理等に関する条例第１１条第２項の規定により、関係書類を添えて提出し

ます。

※ 正本１部と副本５部を提出すること。

発電設備の名称

設備ＩＤ

発電設備出力（太陽電池出力） ｋｗ（ ｋｗ）

事業区域

所在地

土地の地目 ・山林 ・畑 ・田 ・雑種地 ・その他（ )

土地の現況 ・山林 ・畑 ・田 ・雑種地 ・その他（ ）

面積 ㎡

条例で定める区域 ・禁止区域 ・抑制区域 ・その他

事業者 住所

氏名

電話番号

代理者 住所

氏名

電話番号
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様式第３号（第９条関係）

年 月 日

（宛先）飯能市長

太陽光発電事業計画届出書

次のとおり太陽光発電事業を計画しているので、飯能市太陽光発電設備の設置及

び維持管理等に関する条例第１３条第１項の規定により、関係書類を添えて届け出

ます。

発電設備の名称

設備ＩＤ

事業区域の所在地

事業区域面積 ㎡

発電設備出力（太陽電池出力） ． ｋｗ（ ． ｋｗ）

事業者 住所

氏名

事業者 住所

氏名

電話番号

代理者 住所

氏名

電話番号

※ 正副各１部を提出すること。
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様式第４号（第９条関係）

年 月 日

（宛先）飯能市長

太陽光発電事業住民説明会等実施報告書

飯能市太陽光発電設備の設置及び維持管理等に関する条例第１２条第１項の

規定により説明会を開催したので、関係書類を添えて報告します。

※１ 説明会等で使用した資料の写し、出席者名簿の写し、会議録（発言の概要、周辺関係者
から出された要望・意見等への対応内容等）及び実施状況が分かる写真を添付し、正副各１
部を提出すること。

※２ 周辺関係者に該当する団体が複数参加した場合は、それぞれの団体ごとに報告書（様式

第４号）を作成し、代表者等の確認を受けること。

発電設備の名称

事業区域の所在地

説

明

会

の

内

容

説明会の種別
□第１回説明会（事前確認後） □臨時説明会 □協議の実施

□第２回説明会（事前協議後） □地位の承継 □その他

実施時期
日時 年 月 日（ ）

時間 時 分～ 時 分

開催場所

参 加 者 周辺関係者 名 説明者 名 計 名

確 認 欄（説明会参加者の代表者等が記入すること）

この報告書及び会議録等の内容は、事実と相違ありません。

署名又は記名押印

事業者 住所

氏名

電話番号

代理者 住所

氏名

電話番号
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様式第５号（第９条関係）

年 月 日

（宛先）飯能市長

太陽光発電事業計画変更届出書

次のとおり太陽光発電事業を変更したいので、飯能市太陽光発電設備の設置及び

維持管理等に関する条例第１３条第２項の規定により、関係書類を添えて届け出ま

す。

発電設備の名称

設備ＩＤ

事業区域の所在地

変更箇所

変更前

変更後

変更日 年 月 日

事業者 住所

氏名

電話番号

代理者 住所

氏名

電話番号

※ 正副各１部を提出すること。
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様式第６号（第１１条関係）

年 月 日

（宛先）飯能市長

太陽光発電設備工事着手届

次のとおり太陽光発電設備の設置工事に着手したいので、飯能市太陽光発電設備

の設置及び維持管理等に関する条例第１５条の規定により届け出ます。

※ 正副各１部を提出すること。

発電設備の名称

設備ＩＤ

発電設備出力（太陽電池出力） ｋｗ（ ｋｗ）

事業区域
所在地

面積 ㎡

工事施工者

住所

氏名又は名称

連絡先電話番号

設置工事
着手予定日 年 月 日

完了予定日 年 月 日

事業者 住所

氏名

電話番号

代理者 住所

氏名

電話番号
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様式第７号（第１２条関係）

太陽光発電設備設置計画のお知らせ

１００センチ

メートル以上

発電設備の名称

設備ＩＤ

事業者

住所

氏名又は名称

連絡先電話番号

事業区域
場所

面積 ㎡

発電出力（太陽電池出力）予定 ｋｗ（ ｋｗ）

工事施工者

住所

氏名又は名称

連絡先電話番号

代理者

住所

氏名又は名称

連絡先電話番号

設置工事
着手予定日

完了予定日

標識設置年月日 年 月 日

１００センチメートル以上
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様式第８号（第１２条関係）

太陽光発電事業のお知らせ

１００センチ

メートル以上

発電設備の名称

設備ＩＤ

事業者

住所

氏名又は名称

連絡先電話番号

代理者

住所

氏名又は名称

連絡先電話番号

事業区域
場所

面積 ㎡

発電出力（太陽電池出力）予定 ｋｗ（ ｋｗ）

標識設置年月日 年 月 日

１００センチメートル以上
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様式第９号（第１２条関係）

年 月 日

（宛先）飯能市長

太陽光発電事業標識設置届出書

次のとおり標識を設置したので、飯能市太陽光発電設備の設置及び維持管理等に

関する条例第１６条第２項の規定により、関係書類を添えて届け出ます。

※１ 標識を設置した位置図並びに標識の設置状況及び記載内容を証する写真を添付すること。

※２ 正副各１部を提出すること。

発電設備の名称

設備ＩＤ

事業区域
所在地

面積 ㎡

発電設備出力（太陽電池出力） ｋｗ（ ｋｗ）

工事施工者
住所

氏名又は名称

設置工事
着手予定日

完了予定日

標識設置年月日 年 月 日

事業者 住所

氏名

電話番号

代理者 住所

氏名

電話番号
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様式第１０号（第１３条関係）

年 月 日

（宛先）飯能市長

太陽光発電設備工事完了（中止）届出書

次のとおり発電設備の設置が 完了 ・ 中止 したので、飯能市太陽光発電設備

の設置及び維持管理等に関する条例第１７条の規定により届け出ます。

※ 正副各１部を提出すること。

区 分 １ 完 了 ２ 中 止

発電設備の名称

設備ＩＤ

発電設備出力（太陽電池出力） ｋｗ（ ｋｗ）

事業区域
所在地

面積

完

了

工事完了年月日 年 月 日

稼働開始日 年 月 日

中

止

工事中止年月日 年 月 日

再開予定日 年 月 日

事業者 住所

氏名

電話番号

代理者 住所

氏名

電話番号
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様式第１１号（第１４条関係）

年 月 日

（宛先）飯能市長

太陽光発電事業廃止届出書

次のとおり太陽光発電設備を廃止したいので、飯能市太陽光発電設備の設置及び

維持管理等に関する条例第１８条第１項の規定により、関係書類を添えて届け出ま

す。

※ 正副各１部を提出すること。

発電設備の名称

設備ＩＤ

発電設備出力（太陽電池出力） ｋｗ（ ｋｗ）

事業区域
所在地

面積

事業廃止年月日 年 月 日

廃止理由

周辺関係者

への周知

実施（予定）日 年 月 日

周知方法

事業者 住所

氏名

電話番号

代理者 住所

氏名

電話番号
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様式第１２号（第１５条関係）

年 月 日

（宛先）飯能市長

太陽光発電事業地位承継届出書

次のとおり太陽光発電事業を承継することになりましたので、飯能市太陽光発電

設備の設置及び維持管理等に関する条例第１９条の規定により、関係書類を添えて

届け出ます。

※ 正副各１部を提出すること。

発電設備の名称

設備ＩＤ

譲渡・事業承継年月日 年 月 日

譲渡者

承継者

住所

氏名又は名称

連絡先電話番号

譲渡・承継理由

事業者 住所

氏名

電話番号

代理者 住所

氏名

電話番号
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様式第１３号（第１７条関係）

第 号

太陽光発電事業 立入調査員証

所 属

職氏名

飯能市太陽光発電設備の設置及び維持管理等に関する条例

第２２条第２項に規定に基づく立入調査等をする職員である

ことを証明する。

年 月 日

飯能市長 印

５．５セン

チメートル

９センチメートル

写 真
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様式第１４号（第１８条関係）

年 月 日

住所

氏名又は名称 様

飯能市長 印

太陽光発電事業指導・助言書

飯能市太陽光発電設備の設置及び維持管理等に関する条例第２３条第１項の

規定により、必要な措置をとるよう次のとおり指導・助言します。

発電設備の名称

設備ＩＤ

事業区域の所在地

指導又は助言の内容
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様式第１５号（第１８条関係）

年 月 日

住所

氏名又は名称 様

飯能市長 印

太陽光発電事業勧告書

飯能市太陽光発電設備の設置及び維持管理等に関する条例第２３条第２項の

規定により、必要な措置をとるよう次のとおり勧告します。

発電設備の名称

設備ＩＤ

事業区域の所在地

措置期限 年 月 日

勧告事項
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様式第１６号（第１８条関係）

年 月 日

（宛先）飯能市長

太陽光発電事業改善報告書

飯能市太陽光発電設備の設置及び維持管理等に関する条例第２３条の規定に

よる指導、助言又は勧告に対し、次のとおり必要な措置を講じましたので報告し

ます。

※ 添付書類 ⑴ 改善した内容の状況を説明できる書類及び改善後の写真

⑵ その他市長が必要と認める書類

発電設備の名称

設備ＩＤ

事業区域の所在地

指導、助言又は

勧告事項の内容

措置内容

事業者 住所

氏名

電話番号

代理者 住所

氏名

電話番号


